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第2期中期経営計画の策定にあたって

理事長　井上四郎太夫

第1期中期経営計画を振り返って
【成果】
　「めざすべき将来像」到達のために、 2018年4月から2021年3月を第１期として法

人で初めて経営理念・経営ビジョンを示し「中期経営計画」を策定、法人経営を行い

ました。掲げた目標に対して議論を重ねてきたことで、法人の現状や課題を「見える

化」しつつ、「意思決定」を行うというプロセスを定着させることができたと考えていま

す。

　また、利用者へのサービスの質の向上に加え、懸案であったキャリアパスの構築

や、中長期的な資金計画の作成、地域貢献の具体化など、新たなチャレンジについ

ても、計画的に取り組むことが出来ました。

【課題】
　「中期経営計画」を一部の役職員だけではなく、組織全体・全職員へと浸透させる

ための取り組みが、十分でなかったことは否めません。４つの経営戦略、それを細

分化した11の重点項目が、職員一人ひとりの成長を支え、サービスの質の向上・利

用者満足へとつながるものとして実感できるまでには、更なる努力が必要です。

第2期中期経営計画で目指すもの

　国が示す基準よりも 10年早く少子高齢化が加速していくこの地域の現状を見据

え、虹の会のこれからを見通し、安定した法人経営を継続していくための基礎を再

構築します。

　中期経営計画の目指す姿を具現化する単年度事業計画を作成し、常に組織全体

・全職員が指針として日々の業務に生かします。

　個々の利用者に寄り添い、 ”オンリーワン”のサービス提供を行うため職員一人ひ

とりが研鑽を積み、資質向上を図ることはもちろんのこと、利用者の可能性を引き

出し、成長に関わることで、自己の成長にもつなげ、自らがやりがいを持って働ける

組織づくりを行います。
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第2期中期経営計画の策定プロセス

 
第１回策定委員会

　開催日時：令和2年7月28日　

　協議内容：現状の分析（SWOT分析にて）　　　　　　　　　　　　

　・社会情勢の変化、将来予測から新たに盛り込む項目や内容を協議

　・BCP（災害だけでなくコロナ対策も）や、SDGｓを反映させる

第２回策定委員会

　開催日時：令和2年9月4日　

　協議内容：過去の分析（第1期中期経営計画の振り返りと評価から）　　

　・SWOT分析の結果から、アイデア出しと共有

　・スクラップする項目、継続させる項目の仕分け

　・数値による評価が難しい項目の問題　

第３回策定委員会

　開催日時：令和2年10月20日　

　協議内容：基本理念の再共有

　・基本理念「共に生きる」の再共有

　・経営戦略の見直しについて

　・第2期中期経営計画の原案について

第4回策定委員会

　開催日時：令和2年11月11日　

　協議内容：第2期中期経営計画原案のブラッシュアップ

　　・重点項目の文言、内容整理

　　・具体的な取り組み項目の文言、内容整理

パブリックコメントの募集

　募集期間：令和3年1月下旬～2月初旬（職員・家族会へ経営計画原案を提示、意見を求める）

第5回策定委員会

　開催日時：令和3年2月12日　

　協議内容：パブリックコメントの内容精査、第2期中期経営計画の確定
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第2期中期経営計画の経営ビジョン（3年後のありたい姿）

「選ばれる法人・選ばれる事業所」

私たちは「選ばれる」にこだわりたいと考えています。

「利用者」に選ばれる、「職員」に選ばれる、「地域」に選ばれる、

「関係機関」に選ばれる、たくさんの人々に選ばれる法人・事業所であるために、

私たちは常に一人ひとりのニーズを大切にします。ニーズに沿った福祉の実践を

行い、今までにない発想で主体的に行動します。

経営戦略（４つの姿勢）

１．利用者に対する姿勢

２．人財に対する姿勢

３．法人マネジメントに対する姿勢

４．地域社会に対する姿勢

　地域社会が変容していく中、福祉のニーズも多様化・複雑化しており、社会福

祉法人には本来の使命を全うするための自主的・自立的な経営の確立と福祉の

実践の積み重ねが求められています。

　虹の会は4つの姿勢を打ち出し、常に経営ビジョンである「選ばれる法人・選ば

れる事業所」を合言葉に法人経営を実践していきます。
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　　基本理念　「共に生きる」

第2期中期経営計画　経営ビジョン（3年後のありたい姿）

　「選ばれる法人・選ばれる事業所」

経営戦略
（４つの姿勢）

Ⅰ利用者に
対する姿勢　　　　
　

Ⅱ人財に対
する姿勢

Ⅳ 地域社会
に対する姿
勢

重点項目

Ⅰ－1　はたらく・暮らす・相談す
る支援の強化

Ⅰ－2    支援のスキルアップと
サービスの質の向上

Ⅰ－3　災害対策・感染症対策
の強化　

Ⅱ－1　人財の確保と定着・育
成

Ⅱ－2　魅力ある職場づくり

Ⅲ－1　新たな事業の展開と既
存事業の見直し

Ⅳ－1　地域貢献に関する取り
組み

重
点
項
目
に
沿
っ
た
16
の
具
体
的
な
取
り
組
み

Ⅲ 法人マネ
ジメントに対
する姿勢

Ⅲ－2　経営の安定と強い組織
づくり　
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①個別支援計画に基づいた自立支援に取り組みます。

②取りこぼさない、途切れない相談支援に取り組みます。

③権利擁護、虐待防止の推進に取り組みます。

④学びによる「支援のプロ集団化」を推進します。

⑤BCP（事業継続計画）を整備、危機管理対策（災害・感染

症）を強化、必要に応じて他法人との連携を強化します。

⑥法人間連携を含む多様な採用活動に取り組み、人財確保

に努めます。

⑦キャリアパスの強化と研修体系を活用し、魅力ある職員の

育成を推進します。

⑧IT化、アウトソーシング化を推進し、業務の効率化を図りま

す。

⑨職員間コミュニケーションの活性化を推進します。

⑩制度・地域の動向とニーズを見極め、既存事業を見直しま

す。

⑪制度・地域の動向とニーズを見極め、必要な事業を検討・実

施します。

⑫適性な収益を確保し安定した財政基盤を構築します。

⑬社会的な責任と使命を果たすため、公正かつ適正な経営を

可能とする 組織統治を行います。

⑭福祉課題・生活課題に主体的にかかわり、既存の制度では

対応できない取り組みを推進します。

⑮各事業所と地域とのつながり強化に取り組みます。

⑯福祉教育を通じて各学校との連携を強化し、障がい理解を

広げます。

Ⅰ－1 はたらく・暮らす・相談
する支援の強化（※1）

Ⅰ－2  支援のスキルアップと
サービスの質の向上

Ⅰ－3　災害対策、感染症対

策の強化　

Ⅱ－1　人財の確保と定着・
育成

Ⅱ－2　魅力ある職場づくり

Ⅲ－1　新たな事業の展開
と既存事業の見直し 　

Ⅳ－1　地域貢献に関する取
り組み

Ⅲー2　経営の安定と強い
組織づくり　

重点項目に沿った具体的な１６の取り組み
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 経営戦略（4つの姿勢）

Ⅰ 利用者に対する姿勢

重点項目
Ⅰ-１　はたらく・暮らす・相談する支援の強化
Ⅰ-２　支援のスキルアップとサービスの質の向上
Ⅰ-３　災害対策・感染症対策の強化

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

は
た
ら
く
・
暮
ら
す
・
相
談
す
る
支
援
の
強
化

個別支
援計画
に基づ
いた自
立支援
に取り
組みま
す

サービス等利用
計画と連動した
個別支援計画／
居宅介護計画が
作成され、その
人らしい暮らしが
実現できている

利用者アンケート
による満足度の
向上が図られて
いる
第3者評価受診
による指摘事項
に取り組み、対
策・改善が行わ
れている

24時間体制支援
により、安心・安
全な暮らしが構
築できている　
地域生活支援拠
点としての機能を
果たしている

サービ
ス管理
責任者

サービ
ス提供
責任者

取りこ
ぼさな
い途切
れない
相談支
援に取
り組み
ます

障がい福祉計画
(第6期）で求めら
れている、総合
的／専門的な相
談支援の実施及
び地域の相談支
援体制が強化さ
れている

利用者アンケート
による満足度の
向上が図られて
いる

コンパス
担当者

ホップ
担当者

〇サービス等利用計画を踏まえ、利用者
本人の意思決定や想いを尊重した個別
支援計画を作成し、ＰＤＣＡで実践

◇サービス等利用計画を踏まえ、利用者
本人の意思決定や想いを尊重した個別
支援計画・居宅介護計画を作成し、
ＰＤＣＡで実践

☆総合相談支援体制の検討を行うとともに、
利用者の意思決定を尊重した包括的な相談
支援を実施できる人財を育成

関係機関の相談支援ネットワークを充実させ、
重層的な相談支援体制の整備を推進

◇24時間体制によるサービス提供、新し
い環境下での安心した暮らしを構築

〇通所 ◇生活 ❖事務セン☆相談 ◎本部 ◉委員会・プロジェクト
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅰ 利用者に対する姿勢

重点項目
Ⅰ-１ 「はたらく」「暮らす」「相談する」支援の強化
Ⅰ-２　支援のスキルアップとサービスの質の向上
Ⅰ-３　災害対策・感染症対策の強化

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

支
援
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

権利擁
護、虐
待防止
の推進
に取り
組みま
す

利用者の意思決
定・表出が増え
ている

関係機関と連携
した取り組みが
出来ている
第3者評価受診
による指摘事項
に取り組み、対
策・改善が行わ
れている。

圏域内事業所に
虐待防止委員会
が設置されてい
る

虐待防
止責任
者

虐待防
止委員
会

コンパ
ス担当
者

学びに
よる支
援のプ
ロ集団
化を目
指しま
す

研修の学びを職
場内で共有・実践
することで支援ス
キルが向上してい
る

年1回の実践発表
ができている

主任相談支援専門
員の配置ができて
いる
地域において関係
機関に向けたスー
パーバイズ機能を
果たせている

サービス管
理責任者

サービス提
供責任者

コンパス担
当者

〇虐待防止委員会と連動し職員の人権意識の
向上を図る（啓発研修会への参加）

◇虐待防止委員会と連動し職員の人権意識
の向上を図る（啓発研修会への参加）

☆高島市自立支援協議会を通じ、地域住民
や関係機関を対象とした研修会を開催

高島市虐待防止センターと連携し再発防止
の仕組みを構築

〇外部研修への参加や職場内での研修に
より支援のスキルアップを図る
職場内会議にて学びを共有し、サービスの
質の向上を図る

☆基幹相談支援センターが主となり、
事例検討会の場等を活用して相談支
援専門員等の人財育成を行う

相談機関との連携会議を開催し連携を
強化

◇事例検討会、伝達研修会に取り組む
生活場面の支援者として必要な資質の向上
を図る

☆虐待防止委員会と連動し職員の人権意識の
向上を図る（啓発研修会への参加）

◉虐待防止委員会に第三者の視点を入れ
ＰＤＣＡを実践
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 経営戦略（4つの姿勢）

Ⅰ 利用者に対する姿勢

重点項目
Ⅰ-１ 「はたらく」「暮らす」「相談する」支援の強化
Ⅰ-２　支援のスキルアップとサービスの質の向上
Ⅰ-３　災害対策・感染症対策の強化

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

災
害
対
策
・
感
染
症
対
策
の
強
化

ＢＣＰ
(事業継
続計画)
を整備、
危機管
理対策
(災害・
感染症）
を強化、
必要に
応じて
他法人
との連
携を強
化しま
す

マニュアルによ
る予防・訓練が
できている

感染症チェック
シートが定期的
に実施され、未
実施項目につい
ては改善が図ら
れている

ＢＣＰに基づく必
要な協定が関
係機関とできて
いる

BCPが策定さ
れ、その計画に
基づいた訓練が
実施できている

計画の見直し、
改善が行われ
ている

管理職

リスク
マネー
ジャー

本部事
務局担
当者

〇マニュアルによる感染症対策の徹底
防犯防災対策の実施　
BCPに基づき、令和4年度～マニュアルに
沿った訓練を実施
地元自治会や地域との協定を締結

☆マニュアルによる感染症対策の徹底
防犯防災対策の実施　
BCPに基づき、令和4年度～マニュアルに
沿った訓練を実施
地元自治会や地域との協定を締結

◇マニュアルによる感染症対策の徹底
防犯防災対策の実施　
BCPに基づき、令和4年度～マニュアルに
沿った訓練を実施
地元自治会や地域との協定を締結

◎BCPの
策定

◎BCP計画に基づく訓練
の実施とブラッシュアップ

◎他法人
と連携した防
災訓練を実施

◎他法人
との連携
を検討
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅱ 人財に対する姿勢

重点項目
Ⅱ-１　人財の確保と定着・育成
Ⅱ-２　魅力ある職場づくり

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

人
財
の
確
保
と
定
着
・
育
成

法人間
連携を
含む多
様な採
用活動
に取り
組み、
人財確
保に努
めます

他法人と採用に
関して連携し採
用実績が上がっ
ている

事業に必要な人
財が確保できて
いる

高年齢者の規
程の整備・雇用
ができている

事務セ
ンター
担当者

キャリ
アパス
の強化
と研修
体系を
活用
し、魅
力ある
職員の
育成を
推進し
ます

人事の方針・規
程の整備が出来
ている

計画に基づく人
財育成ができて
いる

役職に応じた任
用要件が制定さ
れ、必要な国家
資格取得が計画
的に進められて
いる

対象職員が各階
層の研修を受講
している

昇格・昇級者が
育成され、法人
組織体制が強化
されている

本部事務
局担当者

事務セン
ター担当
者

本部事
務局担
当者

事務セ
ンター担
当者

事務セ
ンター担
当者

本部事
務局担
当者

管理職

❖社会の動向に
即した採用活動内
容の検討

❖実施

◎人事評価・中期経営計画・キャリアパ
スシステムの効果的な連動と運用
目標設定・評価シートの検証

❖新たに構築した階層別研修の周知及び
実施・振り返り

❖高年齢者の
就業機会の確保に
向けた検討

❖実施

❖個のキャリアパスに基づく人財育成
運用・検証・見直し

◎人事の方針・規程の整備

❖他法人等と連
携した採用活動
に向けた準備

❖他法人等と連携した
採用活動に取り組む

◎階層別任用
要件の整備

❖任用要件に沿った、資格取
得の勧奨及び費用補助

❖費用補助の
仕組み検討
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅱ 人財に対する姿勢

重点項目
Ⅱ-１　人財の確保と定着・育成
Ⅱ-２　魅力ある職場づくり

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り

ＩＣＴ
化、ア
ウト
ソーシ
ング化
を推進
し、業
務の効
率化を
図りま
す

費用対効果も含
めたＩＣＴ化・アウ
トソーシング化が
進んでいる

労働者の危険ま
たは健康障害を
防止できている
（有給取得率向
上・超過勤務減
少・健康診断）

事務セ
ンター
担当者

管理職

事務セ
ンター
担当者

職員間
コミュ
ニケー
ション
の活性
化を推
進しま
す

職員間のコ
ミュニケーショ
ンが活発にな
り、働きやす
い職場となっ
ている

虐待チェック
シートの体調
面に関する項
目で負担を感
じている職員
が減少してい
る

アンケート調
査の結果で改
善項目が増え
ている

事業所
役職者

本部事
務局担
当者

❖業務効率化における ICT活用・環境整
備の検討・導入・業務整理

〇人間力（人としての道徳やマナー）を上げるた
めの研修会を実施
1on1・スキマ面談等の実施

〇人間力（人としての道徳やマナー）を上げるた
めの研修会を実施
1on1・スキマ面談等の実施

☆人間力（人としての道徳やマナー）を上げるた
めの研修会の実施
1on1・スキマ面談等の実施

❖人間力（人としての道徳やマナー）を上げるた
めの研修会を実施
1on1・スキマ面談等の実施

◎アンケート調査による実態把握・改善
の取り組み

❖業務の効率化に必要な働き方・マネジメント
研修と仕組みの構築と実践

❖安全衛生推進者
（衛生推進者）の設置

❖労働者の安全又は衛生のため
の教育の実施等が行われている

❖有給取得10日・ノー残業ディ週
2日の実践

❖週3日の実践
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅲ 法人マネジメントに対する姿勢

重点項目
Ⅲ-１　新たな事業の展開と既存事業の見直し
Ⅲ-２　経営の安定と強い組織作り

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

新
た
な
事
業
の
展
開
と
既
存
事
業
の
見
直
し

制度・
地域の
動向と
ニーズ
を見極
め、既
存事業
を見直
します

少子高齢化に
よる利用者数
の変化を見据
えた事業整理
ができている

既存事業拠点
における収支
改善が図られ
ている

第2期日中サー
ビス支援型ホー
ムの構想ができ
ている

プロジェ
クトチー
ム担当
者

本部事
務局担
当者
管理職

生活支
援部門
担当者

制度・
地域の
動向と
ニーズ
を見極
め、必
要な事
業を検
討・実
施しま
す

地域に必要な相
談体制ができて
いる

ミズカフェコッコ
が新たな形で地
域の社会資源と
して運用されて
いる

利用者・地域
ニーズに基づい
た事業を実施し
ている

コンパ
ス担当
者

本部事
務局担
当者

本部事
務局担
当者

管理職

◉プロ
ジェクト
チームを立ち上
げ、内外
のニーズ
を把握

◉事業
整理の方向
性・計画を策
定

◎収支改
善計画の策
定・実践

◉計画に
もとづき事
業整理を推
進

◎検証と計画修正および
実践

☆障がい福祉計画（第6期）にあわせた、基
幹相談支援センター又は重層的支援体制整
備事業における機能の検討を行う

◎ミズカフェ
コッコを拠点とした
地域ニーズの把握
・協議

◇ホームの拠点集約化を検討・計画を策
定する

◎地域ニーズを把握し必要
な新規事業計画を策定する

◎制度の枠にとらわれず就労
体験等を受け入れられる場所
として運営

◎計画に基づき新規事業を
実施する
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅲ 法人マネジメントに対する姿勢

重点項目
Ⅲ-１　新たな事業の展開と既存事業の見直し
Ⅲ-２　経営の安定と強い組織作り

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること 責任者

経
営
の
安
定
と
強
い
組
織
作
り

適正な
収益を
確保し
安定し
た財政
基盤を
構築し
ます

他事業所と差別
化した特色ある
事業運営ができ
ている
通所３名・ホーム
1名以上の新規
利用者が毎年契
約出来ている

修繕計画に基づ
く整備が実施で
きている

減価償却累計に
対する積立率が
中期資金計画通
り進捗している
第3期中期資金
計画及び長期資
金計画ができて
いる
人員配置計画が
できている　　

通所部
門担当
者

生活部
門担当
者

相談部
門担当
者

事務セ
ンター担
当者

本部事
務局担
当者

社会的
な責任
と使命を
果たす
ため、公
正かつ
適正な
経営を
可能と
する組
織統治
を行い
ます

指摘事項が全
て改善されてい
る

チェックシートに
基づき法人経営
が適切に実施さ
れている

本部事
務局担
当者

本部事
務局担
当者

〇令和6年度の制度変更に伴う情勢に対する検
討・対応を図る。利用者の確保や利用率を向上
することで収入確保につなげる

❖修繕計画に基づき実施
整備に関する各助成金の情
報収集・申請

❖施設修繕
計画の策定

◎中期資金計画の進捗管理および必要な修正

◇利用者の新規受け入れ・定着につながるよ
う、丁寧な支援に取組み、収入を安定させる

☆障がい福祉計画等に記載されている必要な
事業を実施し、継続的に相談事業の受託運営
を行う

◎第3期中期資金計画及び長期資金計画（案）
策定・情報収集

◎第3者評
価の受診

◎指摘事項に対する改善
取組実施

◎内部管理体制の基本方
針に沿った法人経営を実践

◎配置基準等に基づいた人員配置計画

◎内部管理体制の基本方
針に沿った規程およびチェック
シートの整備
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経営戦略（4つの姿勢）

Ⅳ 地域社会に対する姿勢

重点項目
Ⅳ-１　地域貢献に関する取り組み

具体的な取り
組み

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

3年後達成
していること

責任者

地
域
貢
献
に
関
す
る
取
り
組
み

福祉課
題・生活
課題に
主体的
にかか
わり、既
存の制
度では
対応で
きない
取り組
みを推
進します

居場所運営を
通し、関係機
関や地域と課
題共有ができ
ている

地域ニーズに
即した地域貢
献事業ができ
ている

相談部
門担当
者

プロ
ジェク
トチー
ム担当
者

各事業
所と地
域のつ
ながり
強化に
取り組
みます

地元自治会との
協働による行事・
防災訓練の実
施、地元行事・防
災訓練への参加
できている

事業所
担当者

福祉教
育を通
じて各
学校と
の連携
を強化
し、障
がい理
解を広
げます

実習生の受け入
れができている

必要に応じた講
師派遣ができて
いる

教育機関等との
協働企画による
取り組みが行わ
れている

事業所
担当者

相談支
援担当
者

本部事
務局担
当者

◎ニーズに対応する取り
組みの実践

〇地元自治会との交流を深める

◎ニーズ
の把握、
精査

◇地域の防災訓練、行事に参加し、顔の
見える関係性を構築する

☆講師としての参加
当事者団体との交流の場を設ける

◇実習生の受け入れ

〇実習生の受け入れ

◎学校等との協働のも
と実践

◎取り組み
の企画

☆制度の枠に捉われない、必要な居場
所の運営
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中期資金計画
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計画の進捗管理

（３）推進・評価体制

管理職会

（２）計画の進捗管理と評価　
　計画の進捗管理は業務執行理事が中心となり、推進責任者及び担当部門との連携により行います。
　また、各年度の達成状況の評価は、各担当部門の総括及び人事考課制度における期末面接において
内部評価を実施し、その後、外部委員も交えた推進・評価委員会において最終評価を行います。

（１）単年度計画の策定　
　第2期中期経営計画に基づき、法人ならびに各事業所において、目標を数値化できる部分を数値化した
具体的な「単年度計画」を策定することとします。
　また、必要に応じてプロジェクトチームを立ち上げ、迅速に取り組めるよう、法人一丸となって取り組みま

す。

　

評価委員会

経営戦略１
推進責任者
通所支援事業
施設長

運営委員会
経営戦略２
推進責任者
事務センター長

業務執行理事

理事会

経営戦略３
推進責任者
業務執行理事

経営戦略４
推進責任者
事務局長

サービス管理・提
供責任者

虐待防止委員会

リスクマネジメント
委員会

採用プロジェクト

既存事業改善
プロジェクト

地域貢献
プロジェクト

新規事業推進
プロジェクト
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用語解説

p.5 ※1【はたらく】 「はたらく」をひらがな表記にしているのは、単に「労働すること」の

みを指すのではなく、その人がその人らしくあることで、他者を幸せにするといった「は

たらき」の意味も含んでいるため 。

p.6 ※2【BCP】 「Business Continuity Plan」の頭文字をとったもの。事業継続計画。

災害等、緊急事態が発生したときに、企業や法人が損害を最小限に抑えつつ、どのよ

うに事業の継続や復旧を図るかを定めた計画のこと。

p.6 ※3【キャリアパス】  どんな仕事をどれくらいの期間担当し、どの程度の習熟レベル

に達すれば、どんなポストに就けるのかを明確化したもの。

p.6 ※4【アウトソーシング化】  外部委託。業務の効率化を図るため、外部に仕事の一

部を委託すること。

p.7 ※5【PDCA】 Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）のサイクル

を繰り返し行うことで、継続的な業務改善を図る 手法。

p.9 ※6【ブラッシュアップ】  「ブラシをかけるように磨き上げる」という意味合いで、今あ

るものに磨きをかけ、さらに良く していくこと。

p.7～14のSDGｓアイコンについて  　SDGｓ（Sustainable Development Goals：国連

が定める持続可能な開発目標）の推進に法人として寄与すべく、各経営戦略のページ

に、該当する目標のアイコンを表示しています。　
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